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県民交通災害共済の加入受け付けを開始します
■出張加入受け付け日程表
　出張による加入受け付けを行います。費用を持参
の上、申し込みください。
受付時間　9時30分～15時( 交通防犯課と 市
民総合窓口室は8時30分～17時15分)

期日 場所 対象

2/1㈪～
(随時受け付け)

交通防犯課
市民総合窓口室

2/9㈫ 中田公民館 

古河地区
在住の人

2/12㈮・15㈪ 市役所古河庁舎

2/19㈮ 古河東公民館

3/2㈫ はなももプラザ

3/4㈭・5㈮ コスモスプラザ(庁舎3階) 三和地区
在住の人3/9㈫ 三和農村環境改善センター

3/11㈭ とねミドリ館 総和地区
在住の人3/12㈮ つつみ公民館

　令和3年度の県民交通災害共済の加入受け付けを
2月1日から開始します。
　この共済に加入すると、交通事故で死傷した人に
見舞金が給付されます(通院・入院3日目から)。
対象　市内在住の人
共済期間　4月1日～令和4年3月31日まで
※途中加入の場合は、申し込みの翌日から令和4年
3月31日まで。
費用　一般：900円
　　　中学生以下：500円
※9月30日以降に加入した場合は、一般：450円/
中学生以下：250円。
種類と支給額　・死亡見舞金：100万円
　　　　　　　・身障見舞金：50万円
　　　　　　　・傷害見舞金：2万～30万円
申込場所　 交通防犯課、 市民総合窓口室
申込方法　申込場所にある申込書に費用を添えて申
し込み
問　 交通防犯課

農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します
　任期満了に伴い、農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します。
　農業委員は、団体等の推薦および応募のあった候補者から法令により過半数が認定農業者となるよう選考し
ます。また、農業委員のうち1人以上は中立農業委員とします。
　農地利用最適化推進委員は、担当区域を定め募集し団体等の推薦および応募のあった候補者から選考します。
申込・問　 農業委員会事務局

農業委員 農地利用最適化推進委員

募集人数 19人 25人※1

職務内容 農地の権利移転や転用に係る許認可に関する業務、農地
利用の最適化の推進に関する業務、農地パトロール等

農地利用の最適化の推進(担い手への農地集積・遊休農
地発生防止・解消等業務、農地パトロール等)

報酬 月額48,000円 月額24,000円

任期 令和3年9月12日～令和6年9月11日

応募方法 規定の様式を 農業委員会事務局に提出
※様式・募集要項は 農業委員会事務局、 市民総合窓口課、 市民総合窓口室、市ホームページにあります。

応募期間 2月1日㈪～3月1日㈪

その他 農業委員と農地利用最適化推進委員を同時に推薦または応募することはできますが、両委員を兼ねることはでき
ません。青年・女性の積極的な推薦または応募をお願いします。詳細は、募集要項をご覧ください。

※1：農地利用最適化推進委員の募集区域および担当区域は以下のとおりです。

古河地区(3人) 第1・2・3・5・6地区で1人、第4地区1人、第7地区1人

総和地区(12人) 第8地区3人、第9・10・11地区で4人、第12地区1人、第13地区2人、第14地区2人

三和地区(10人) 第15地区1人、第16地区1人、第17地区1人、第18地区1人、第19地区3人、第20地区3人

サンスポ古河はなももマラソン2021
オンラインで開催！

　開催が見送られたサンスポ古河はなももマラソン
の代わりに、オンラインイベントを開催します。
　自身のスマホのGPS機能とランニングアプリを
活用して、いつでもどこでも走ることができます。
　開催期間中に自身のペースで走った距離を累積さ
せることで、初めての人もフルマラソンに気軽に
チャレンジできますので、ぜひ参加してみませんか。

期間　3月14日㈰～27日㈯
費用　2,000円(参加賞有り)
※第8回(前回)サンスポ古河はなももマラソンにエ
ントリーした人は500円。
問　スポーツ振興課(古河はなもも体育館)
　　℡92-0555

ネーミングライツ事業者を募集します
市有施設や市道に企業名などを入れてみませんか

　市が所有する施設や市道の愛称の命名権を付与するため、民間事業者から施設愛称の提案を募集します。今
回の募集で得られる民間事業者が支払う費用を活用して、施設の運営維持と利用者のサービス向上を図ります。

応募期間　1月15日㈮～4月14日㈬
契約期間(ネーミングライツの付与期間)　3年以上5年以内
対象者　自ら命名権者になろうとする民間事業者(法人に限る)
※別途、資格要件があります。
対象施設　スポーツ施設、文化施設、公園、駅前駐車場および駐輪場、
市道、歩道橋など(一部対象外の施設があります)
※申し込み方法などの詳細は、市ホームページをご覧ください。
問　 財産活用課


